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次期袖ケ浦市都市計画マスタープラン策定方針 

 

１． 都市計画マスタープランについて 

都市計画マスタープランは、都市計画法の第 18 条の 2 に規定されている「市町

村の都市計画に関する基本的な方針」の通称です。平成 4 年 6 月の都市計画法の

改正により創設され、市町村の都市計画分野の最上位計画として、都市の「将来像」

とその実現のための「まちづくりの方針」（土地利用や都市基盤整備のあり方）を

明らかにするものとして策定されるもので、市の上位計画である総合計画に即す必要

がある他、都市計画分野の上位計画である「千葉県都市計画区域マスタープラン」に

即す必要があります。 

本市の都市計画は、都市計画マスタープランに即して決定されます。 

 

 

 

○都市計画マスタープランの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県 都市計画区域マスタープラン 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（都市計画法第 6条の 2） 

袖ケ浦市総合計画（基本構想・基本計画） 

「市町村の基本構想」 

袖ケ浦市 都市計画マスタープラン 

｢市町村の都市計画に関する基本的な方針」 

（都市計画法第 18 条の 2) 

都市計画 

区域区分、用途地域、特別用途地区、地区計画等の地域地区、

都市計画道路、市街地開発事業等 

その他の分野別行政計画 

・市街地整備基本計画 

・緑の基本計画 

・道路網整備計画 

・下水道基本計画 

・地域防災計画 

・環境基本計画 

・景観計画 

・農林関連計画等 

即す 即す 

即す 

即す 

連携 

即す 



~ 2 ~ 
 

２． 次期都市計画マスタープラン策定の背景と目的 

本市では、都市計画マスタープランを平成 11 年 3 月に策定しましたが、市を取

り巻く情勢の変化により 10 年後の平成 22 年 3 月、総合計画の策定及び県による都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針の内容にあわせて見直しを行い、現在に至

っております。 

現在、見直しから 7 年が経過し、目標年次である平成 31 年度を目前に控えてお

りますが、平成 27 年度には県が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の見直

しがされたほか、現在、市の次期総合計画策定作業を行っております。 

このようなことから、これら国県等の都市計画に関連する方針や制度に合わせる

とともに、次期総合計画策定と歩調を合わせ、社会経済情勢、人口動向、土地利用

の現状及び都市施設の整備状況等を考慮し、長期的な視点に立った都市の将来像、

土地利用の基本方針および都市施設として道路･公園･下水道等の配置方針等を明

らかにするものとして、本市の都市計画の更なる推進のため次期都市計画マスター

プランを策定することとします。 

 

 

○人口推計 

人口ビジョンによる推計 

基準日:４月１日 

S46～H27：住民基本台帳より 

H32～：市人口ビジョンより 
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○都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の見直し方針（H27、千葉県決定） 
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３．都市計画マスタープランの概要 

（１）構成及び期間 

都市計画マスタープランは、都市の将来像を明らかにし、その実現のための都市

構造や土地利用のあり方、その他都市づくりの方針を定める全体構想、市内の地域

ごとの将来像や整備方針を定める地域別構想、また、全体構想や地域別構想を実現

するにあたっての方策を位置づけた実現化方策で構成します。 

なお、次期都市計画マスタープランは上位計画である市の次期総合計画と目標年

次を合わせることとし、計画期間を平成 32 年から平成 43 年の 12 年間とします。 

 

○計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）これまでの課題 

昨年度に実施した、現都市計画マスタープランの点検・評価より以下のような課

題が挙げられました。 

・市街化区域縁辺部において、宅地開発が実施され住宅地の形成が進行し、道路網や

生活排水の問題が懸念される。 

・一部の道路整備等、現都市計画マスタープランに記載した事業のうち、対応が難し

い事業があり、市民アンケートの結果も考慮しつつ再検討が必要となっている 

・昨年度策定した空家等対策計画との整合を図り、適正に管理されていない空家対策

を推進する必要がある 

・指定から３０年が経過する生産緑地の解除等による市街化区域内の未利用地の拡大 

・高齢化及び人口流出が顕著である内陸部の土地利用について 

・市内の景観形成について、市民の景観に対する意識向上や市民連携による景観まち

づくりの推進を図る必要がある 

これらの課題については、次期都市計画マスタープランにて解決に向けた方針を明確

にする必要があります。 

●将来都市像 

●都市構造 

●土地利用の方針 

●市街地整備の方針 

●都市環境の形成方針 

●都市景観の形成方針 

●都市防災の基本方針 

全体構想 地域別構想 

●市内 6 地域ごとの将来像 

●地域の整備方針 

実現化方策 

●計画推進のためのしくみ 

●計画の進行管理のためのし

くみ 
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４．策定体制 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 に基づき、都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針及び市総合計画に沿った内容とする必要があります。都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針は、平成 27 年度に見直しがされており、総合計

画は平成 32 年からの運用に向け、現在策定を進めています。 

このようなことから、次期都市計画マスタープランの策定は、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針に即すほか、現在進められている市総合計画の策定と歩調を合わ

せ進めることとします。また、有識者や関連団体からの意見のほか、広く市民からの

意見を伺い策定を進めます。 

 

（１）市民等の意見聴取 

次期都市計画マスタープランの策定にあたっては、まちづくりについて市民の意見

を伺う必要があることから、現在進めている総合計画策定において実施する市民ワー

クショップ及び地区別の市民懇談会と併せて、課題や市民意向を取りまとめます。 

なお、平成 28 年度に市民に対し実施した「まちづくりに関する市民アンケート」

結果も反映させ案を作成することとします。 

その他、農業や工業、商業等産業関連の他、各種関連団体に対して個別に意見交換

を実施します。 

 

（２）策定市民委員会 

次期都市計画マスタープラン策定では、市民の意見を取り入れるとともに、専門家

や関連団体からの意見について反映させ、取りまとめる仕組みが必要です。 

このため、都市計画等の専門家や関連団体の代表者、公募市民などで構成される、

「袖ケ浦市都市計画マスタープラン策定市民委員会」を立ち上げ、市民ワークショッ

プや市民懇談会、市民アンケート結果等を踏まえ、多様な視点から具体的な検討作業

を進めることとします。最終的に次期総合計画の内容と整合を図り、策定市民委員会

にて次期都市計画マスタープランの案を取りまとめ、市長に提言を行うこととします。 

 

（３）庁内体制 

庁内においては「都市整備基本計画等策定委員会」（庁内の関係課長等で構成）お

よび「都市整備基本計画等策定委員会専門部会」（関係課の班長級等で構成）を組織

します。策定委員会では、各段階における素案等について審議します。また専門部会

では、策定委員会に提出する前段について具体的な内容の検討等を行います。 

最終的に策定委員会及び庁内会議ののち、策定市民委員会にて案を取りまとめ、パ

ブリックコメントおよび都市計画審議会を経て袖ケ浦市都市計画マスタープランを

決定します。 
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○袖ケ浦市都市計画マスタープラン策定体制 

 

 

市民参加 

市長 市議会 

庁内体制 

諮問、随時報告 

答申 

県 

都市整備基本計画等策定委員会 

関係各課 

専門部会 

事務局 

都市整備課 

 

袖ケ浦市都市計画審議会 

袖ケ浦市都市計画 

マスタープラン策定市民委員会 

(有識者、関連団体代表、公募市民等) 

市民ワークショップ 

まちづくりに関する市民アンケート 

各種関連団体との意見交換 

意見 

提案 

意見 

提

言 

報告 

通知 

市民懇談会（地区別） 
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○袖ケ浦市都市計画マスタープラン策定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平
成
二
九
年
度 

都市づくりの考え方の整理 

将来のまちのあり方、都市計画マスタープランのあり方、 

土地利用の基本的な考え方、まちづくりの制度 

全体構想 

都市づくりの目標 

土地利用の方針 

都市施設整備の方針 

自然環境の保全および環

境形成の方針 

都市景観形成の方針 

その他都市整備の方針 

地域別構想 

地域別現況 

地域の問題と課題 

地域の将来目標 

地域整備の方針 

都市計画マスタープランの都市計画決定 

地区別説明会、パブリックコメント 

都市計画審議会 

都
市
整
備
基
本
計
画
等
策
定
委
員
会

・
専
門
部
会 

市広報特集号 

平
成
三
〇
年
度 

平
成
三

一
年
度 

マスタープラン取りまとめ 

関連団体意見交換 

市民ワークショップ 

市民懇談会 

市の現状把握 

自然、歴史、人口動向、 

産業構造、土地利用、 

都市施設、公共施設等 

上位・関連計画整理

策定中の総合計画(企画課) 

区域マスタープラン（県） 

実現の方策 

まちづくりの進め方、進行管理 

案の作成 

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン 

策
定
市
民
委
員
会
設
立
準
備 

総合計画との連携 

(基本構想) 

総合計画との連携 

(基本計画) 

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定
市
民
委
員
会 

市民ワークショップ 

市民懇談会 

（総合計画と同時） 

まちづくりの課題・市民意向整理 

まちづくりに関する市民アンケート実施・集計(H28 実施) 

都市計画マスタープランの点検・評価(H28 実施) 
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５、スケジュール 

 年 度 事 項 

平成 29 年度 ・次期都市計画マスタープラン策定方針の決定 

・都市計画マスタープラン策定市民委員会の設置準備 

・市民ワークショップ、地区別市民懇談会 

・現状の把握、市民意向の整理、地域の都市づくりの課題抽出 

・都市づくりの考え方の整理 

平成 30 年度 ・都市計画マスタープラン策定市民委員会の設置 

・現状の把握、市民意向の整理、地域の都市づくりの課題抽出 

・都市づくりの考え方の整理 

・市民ワークショップ、地区別市民懇談会、各種関連団体意見交換 

・全体構想（案）作成、地区別構想（案）作成 

平成 31 年度 ・都市計画マスタープラン（案）パブリックコメント 

・都市計画審議会 

・都市計画マスタープランの決定 

 


